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担当課番号案内の
�
田 
�
保 の表記は 

�
田 …田無庁舎（南町５～６～１３）

�
保 …保谷庁舎（中町１～５～１）を表します

�予約方法　予約制の相談…電話、または来庁にて受け付けます。
                      相談を希望する庁舎の市民相談室に申し込んでください。
　　　　　　事前予約の必要のない相談は、相談開始時間から相談会
　　　　　　場で受け付けます。

問合せ場所日 時内 容      
田
無
庁
舎
の
相
談（
庁
舎
２
階
市
民
相
談
室
）…�
　

・
１
３
１
１
内
線　

６４

１４３２

     
保
谷
庁
舎
の
相
談（
庁
舎
１
階
市
民
相
談
室
）…�
　

・
１
３
１
１
内
線　

６４

２１１５

（田）
（保）

毎週月曜日～金曜日
午前８時30分～午後５時一般市民相談

（田）
７月５日・11日・18日
午前９時～正午法 律 相 談

（予 約 制）
（保）

７月３日・９日・10日・16日・17日
午後１時３０分～４時３０分
16日は女性弁護士による相談

（田）
７月５日
午前９時～正午

人権・身の上
相談（予約制）

（保）
７月８日・22日
午後１時３０分～４時３０分

人権・身の上
相 談

（田）７月11日　午後１時～４時
税 務 相 談
（予 約 制） （保）

７月18日
午後１時30分～４時３０分

（田）７月４日 ・18日　午後１時～４時不 動 産 相 談
（予 約 制） （保）７月１１日   午後１時３０分～４時３０分

（田）７月５日　午後１時～４時
登 記 相 談

（保）７月19日   午後１時３０分～４時３０分

（田）７月１１日   午後１時～４時
表示登記相談

（保）７月25日   午後１時３０分～４時３０分

※
予
約
制
以
外
の
相
談
は
、

開
始
時
間
か
ら
受
け
付
け
ま
す

（田）７月３日・24日  午後１時～４時
交通事故相談
（予 約 制） （保）

７月１０日・17日
午後１時３０分～４時３０分

（保）７月１０日   午後１時３０分～４時３０分年金・労災・失業保険
人事管理一般相談

（田）７月19日　午後１時～４時
行 政 相 談

（保）７月４日   午後１時３０分～４時３０分

（保）
７月３日   午後１時３０分～４時３０分
法人設立・商事（会計関係）

行政手続き相談
（必要な書類の作成）

問合せ場 所日 時内 容
田無庁舎２階生活文化課
（�６４-１３１１内線１４３１ ）毎週月曜日～金曜日

午前１０時～午後４時消費生活相談
消費生活相談室
（�２５－４０４０）

消費者センター

田無庁舎市民相談室
（�６４－１３１１内線１４３２）

田無庁舎２階会議室７月18日　午後１時～４時
求職・求人相談
（ハローワーク） 保谷庁舎市民相談室

（�６４－１３１１内線２１１５）
保谷庁舎４階会議室７月25日　午後１時～４時

田無庁舎市民相談室
（�６４－１３１１内線１４３２）

田無庁舎２階会議室７月18日　午後１時～４時高年齢者就業相談
（武蔵野高年齢者就業相談所）
０４２２－５３－４５４５

保谷庁舎市民相談室
（�６４－１３１１内線２１１５)

保谷庁舎４階会議室７月25日　午後１時～４時

消費者センター
（�２５－４１４１）

田無庁舎２階
展示コーナー７月５日

午後１時３０分～４時住宅増改築相談
保谷庁舎１階ロビー

環境保全課
（�６４－１３１１内線２２１２）

田無庁舎２階
展示コーナー７月17日　

午後１時３０分～２時３０分動 物 相 談
保谷庁舎１階ロビー

田無庁舎１階子育て支援課
（�６４－１３１１内線１５２１、１５２２）
※事前連絡が必要です

毎週月曜日午前９時～正午児 童 相 談

保谷庁舎１階生活福祉課 
（�６４－１３１１内線２３５１）
※事前連絡をしてください

毎週火曜日～金曜日
午前８時３０分～午後５時

母 子 相 談
（ひとり親相談）

保谷保健福祉総合センター第１相談室
田無庁舎１階障害福祉課第１相談室
　（�６４－１３１１内線１５６１、２３４６）

７月１０日　午後１時～３時身体障害者相談

７月16日　午後１時～３時知的障害者相談

教育相談課
（�６４－１３１１内線２６４１）
電話相談（�２５－４９７２）

保谷庁舎４階
毎週月曜日～金曜日
午前９時～午後４時３０分教 育 相 談 田無庁舎５階

（予約のみ）

（�６３－１１００）
（FAX６２－２０９４）

７月２日眼科・16日内科
午後１時３０分～２時３０分

電話医療相談
（田無医師会）

（�６６－２０３３）
７月１２日
午後０時３０分～１時３０分

電話歯科相談
（田無歯科医師会）
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住
宅
リ
フ
ォ
ー
ム
斡
旋
セ
ン
タ
ー
を
通
し
て
、
住
宅
の
増
改
築
や
修

繕
、
畳
、
植
木
、
塗
装
等
に
つ
い
て
、
信
頼
で
き
る
市
内
の
各
種
職
人

さ
ん
を
あ
っ
せ
ん
し
て
い
ま
す
。

　

あ
っ
せ
ん
を
受
け
た
後
は
、
直
接
当
事
者
間
で
工
事
の
内
容
・
費
用

等
を
打
ち
合
わ
せ
し
た
う
え
で
、
依
頼
を
し
て
く
だ
さ
い
。

▽
受
付　

消
費
者
セ
ン
タ
ー　

午
前
９
時
〜
午
後
４
時　

分
３０

※
住
宅
増
改
築
相
談
を
、
毎
月
第
１
金
曜
日
（
休
日
に
当
た
る
と
き
は

翌
週
）
午
後
１
時　

分
〜
４
時
、
田
無
庁
舎
２
階
展
示
コ
ー
ナ
ー
、
保

３０

谷
庁
舎
１
階
ロ
ビ
ー
で
行
っ
て
い
ま
す
。
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

◆
消
費
者
セ
ン
タ
ー
（�
　

・
４
１
４
１
）

２５

　
　

歳
以
上
の
方
の
平
成　

年
度
の
介
護
保
険
料
を
決
定
し
ま
し
た
。

６５

１４

　

納
入
通
知
書
は
、
７
月
上
旬
に
発
送
す
る
予
定
で
す
。

　

保
険
料
の
納
め
方
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

■
特
別
徴
収

　

老
齢
（
退
職
）
年
金
受
給
額
が
年
間　

万
円
以
上
の
方
は
、
年
金
か

１８

ら
差
し
引
か
れ
ま
す
。

　

保
険
料
は
、
４
・
６
・
８
月
分
（
仮
徴
収
）
と　

・　

・
２
月
分
（
本

１０

１２

徴
収
）
に
区
分
さ
れ
ま
す
。
仮
徴
収
は
前
年
度
２
月
分
の
保
険
料
額
を

そ
の
ま
ま
納
付
し
、
本
徴
収
は
前
年
の
所
得
な
ど
を
も
と
に
年
間
の
保

険
料
額
を
算
定
し
、
そ
こ
か
ら
仮
徴
収
の
保
険
料
額
を
除
い
た
額
を
納

付
し
ま
す
。

　

な
お
、
特
別
徴
収
の
対
象
と
な
る
老
齢
（
退
職
）
年
金
受
給
者
で
あ

っ
て
も
、
平
成　

年
度
中
に　

歳
と
な
っ
た
方
や
転
入
し
た
方
等
は
、

１３

６５

平
成　

年　

月
か
ら
特
別
徴
収
と
な
り
ま
す
の
で
、
９
月
分
ま
で
は
納

１４

１０

付
書
で
納
め
て
く
だ
さ
い
。

■
普
通
徴
収

　

次
の
方
は
、
市
か
ら
送
付
す
る
納
付
書
で
納
め
て
く
だ
さ
い
。

　

老
齢
（
退
職
）
年
金
受
給
額
が
年
間　

万
円
未
満
の
方

（１）

１８

　

老
齢
（
退
職
）
年
金
受
給
額
が
年
間　

万
円
以
上
で
あ
っ
て
も
、

（２）

１８

①
平
成　

年
度
の
途
中
で　

歳
に
な
っ
た
方　

②
平
成　

年
度
の
途

１４

６５

１４

中
で
他
の
市
区
町
村
か
ら
転
入
し
た
方　

③
平
成　

年
度
の
途
中
で

１４

所
得
段
階
の
区
分
が
変
更
に
な
っ
た
方　

④
平
成　

年
度
の
初
め
（
４

１４

月
１
日
）の
時
点
で
老
齢（
退
職
）年
金
を
受
給
し
て
い
な
か
っ
た
方

◇
お
支
払
い
は
口
座
振
替
で

　

普
通
徴
収
の
方
は
口
座
振
替
を
利
用
す
る
と
納
め
忘
れ
が
な
く
便

利
で
す
。
ご
希
望
の
方
は
納
入
通
知
書
に
同
封
の
申
込
書
に
記
入
の
う

え
、
金
融
機
関
等
に
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

※
平
成　

年
度
の
所
得
段
階
別
保
険
料
額
は
、
左
表
の
と
お
り
で
す
。

１４

◆
介
護
保
険
課
（
�保
 
�
内
線　

〜　

）

２３２１

２３２３

平成１４年度の所得段階別保険料

段　
　

階

第
１
段
階

第
２
段
階

第
３
段
階

第
４
段
階

第
５
段
階

対　
　
　

象　
　
　

者

・
生
活
保
護
受
給
者　

・
老
齢
福
祉
年
金
受
給
者
で
あ
っ
て
、

　

世
帯
全
員
が
住
民
税
非
課
税

・
世
帯
全
員
が
住
民
税
非
課
税

・
世
帯
の
誰
か
に
住
民
税
が
課
税
さ
れ

　

て
い
る
が
、本
人
は
住
民
税
非
課
税

・
本
人
が
住
民
税
課
税
で
前
年
中
の
合

　

計
所
得
金
額
が　

万
円
未
満

250

・
本
人
が
住
民
税
課
税
で
前
年
中
の
合

　

計
所
得
金
額
が　

万
円
以
上

250

保
険
料（
年
額
）

１
万
７
千　

円
５００

２
万
６
千　

円
２００

３
万
５
千
円

４
万
３
千　

円
８００

５
万
２
千　

円
５００

�
�
�
�
�
�
�
�
	
　

Ｑ　

介
護
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
を
続
け
た
い
の
で
す

　　　　
が
…
。

Ａ　

現
在
、
要
介
護
認
定
を
受
け
て
い
て
、
認
定

有
効
期
間
満
了
後
も
引
き
続
き
介
護
サ
ー
ビ
ス
が

必
要
な
方
は
、
必
ず
要
介
護
認
定
の
更
新
の
手
続

き
を
し
て
く
だ
さ
い
。
有
効
期
間
を
過
ぎ
る
と
、

介
護
保
険
の
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
ら
れ
な
く
な
っ
た
り
、
サ
ー
ビ
ス

費
用
が
全
額
自
己
負
担
と
な
っ
た
り
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

Ｑ　

手
続
き
は
ど
う
す
れ
ば
い
い
で
す
か
。

Ａ　

申
請
は
、
要
介
護
認
定
の
有
効
期
限
の　

日
前
か
ら
で
き
ま

６０

す
。
対
象
者
に
は
、
期
限
の
切
れ
る　

日
前
ご
ろ
に
「
更
新
の
申
請

６０

書
」
を
郵
送
し
ま
す
。
申
請
の
際
は
、
現
在
お
使
い
の
被
保
険
者
証

を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

◎
申
請
者
…
本
人
ま
た
は
家
族　

※
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
等
も
申
請
の
代
行
を
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
担
当
の
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

◆
介
護
保
険
課
（
�田
 
�
内
線　

、　

、
�保

 
�
内
線　

〜　

）　

１５５５

１５５６

２３２４

２３２６

����

���
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動
物
病
院
で
狂
犬
病
予
防
注
射
を
行
い
、
証
明
書
が
発
行
さ
れ
た
場
合

に
は
、
市
役
所
で
注
射
済
票
の
交
付
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

　

田
無
庁
舎
で
左
記
の
日
程
で
臨
時
窓
口
を
開
設
し
ま
す
の
で
、
ご
利
用

く
だ
さ
い
。

▽
と
き　

７
月
３
日
・　

日
（
水
）
午
後
１
時　

分
〜
２
時　

分

１７

３０

３０

▽
と
こ
ろ　

田
無
庁
舎
２
階
展
示
コ
ー
ナ
ー

▽
持
ち
物　

注
射
済
証
明
書
、
手
数
料　

円
５５０

◆
環
境
保
全
課
（
�保
 
�
内
線　

）　
２２１２
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